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最終改正          令和２年４月１日 
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１ 目的 

この要領は、東京都ウイルス性肝炎重症化予防推進事業実施要綱（平成２６年９月３０日付

２６福保保疾第９５７号。以下「実施要綱」という。）第４の規定に基づき、ウイルス性肝炎陽

性者等に対する陽性者フォローアップ事業及び検査費用助成事業の実施方法等について定める

ことを目的とする。 

 

２ 陽性者フォローアップ事業(以下「フォローアップ」という。) 

(1) フォローアップの内容 

(2)に規定する対象者の同意を得た上で、区市町村と連携しながら、医療機関の受診状況や診

療状況を確認し、未受診の場合は、必要に応じて専門医療機関の受診を勧奨する。 

（2） フォローアップの対象者 

３の（3）のオ及び（4）のオの規定による検査費用の申請を行った者 

（3） フォローアップの手順 

ア 対象者の意向確認 

対象者にフォローアップの周知を行い、フォローアップ事業参加同意書（別添様式１）

により、事業参加について本人同意を得る。 

イ フォローアップの実施 

  ３の(3) のオ(ｱ)に規定する初回精密検査費用助成の申請を行った者に係るフォローア

ップにあっては東京都(以下「都」という。)から区市町村に、本人の同意の下、当該対象

者の情報を提供する。また、３の(3) のオ(ｲ)から(ｴ)までに規定する初回精密検査費用助

成の申請を行った者に係るフォローアップ又は、３の(4)のオに規定する定期検査費用助成

の申請を行った者に係るフォローアップにあっては次の(ｱ)から(ｳ)までに掲げる手順によ

り実施する。 

(ｱ) 都は、フォローアップへの参加同意を得られた対象者（以下「フォローアップ対象者」

という。）に、年１回、医療機関の受診状況等に関する調査票（別添様式２－１又は別添

様式２－２。以下「調査票」という。）を送付し、医療機関の受診状況等を確認する。 

(ｲ) フォローアップ対象者は、送付された調査票に必要事項を記入の上、都へ提出する。 

(ｳ) 都は、調査票の回答内容を確認し、必要に応じて受診勧奨等を行う。 

 

３ 検査費用助成事業  

検査費用助成の内容については、次に定めるとおりとする。 



   

 

（1） 助成の内容 

  ア 助成対象検査 

    助成対象とする検査は、初回精密検査((3)に規定するものに限る。以下単に「初回精密

検査」という。)又は定期検査((4)に規定するものに限る。以下単に「定期検査」という。)

であって、平成２７年４月１日以降((3)のウ(ｲ)のただし書及び(4)のウ(ｲ)のただし書に該

当する場合であって、最終の検査日が平成２７年４月１日以降であるものを含む。)に行わ

れたものとする。 

イ 助成範囲 

対象者が、アに規定する検査を受診し、医療保険各法（高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号）に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。）又は高齢者の

医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付を受けた場合において対象者が負

担した費用を助成する。 

ウ 助成額 

イの助成の額は、医療保険各法の規定による医療又は高齢者の医療の確保に関する法律

の規定による療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した検査費用の額の合計額

から、医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療に関する給付

に関し保険者が負担すべき額を控除した額とする。ただし、３の(4)に規定する区市町村民

税課税者については、助成１回ごとに、当該額から次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同

表の右欄に定める額を限度とする額を控除した額とする（当該控除した額が零以下となる

場合は助成を行わない。）。 

区 分 自己負担限度額（助成１回ごと） 

慢性肝炎に係る定期検査 ２，０００円 

肝硬変又は肝がんに係る定期検査 ３，０００円 

(2) 助成の申請期限 

検査費用助成の申請期限は、次に掲げる検査の区分に応じ、当該区分に定める日(いずれも

消印有効)までとする。ただし、都がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでな

い。 

ア 初回精密検査 

(3)のア(ｱ)から(ｴ)までに規定する各検査により陽性と判定された日から１年を経過す

る日とする。ただし、(3)のア(ｳ)または（ｴ）の但し書きによる場合はこの限りではない。 

イ 定期検査 

当該検査を受けた日の属する年度の翌年度の４月２０日(当該日が閉庁日(東京都の休日

に関する条例(平成元年東京都条例第１０号)第１条第１項各号に掲げる日をいう。以下同

じ。)である場合は、当該日の直後の開庁日(閉庁日以外の日をいう。) 

(3） 初回精密検査費用助成 

ア 対象者 

(ｱ) 平成２６年４月 1日以降、都又は都内区市町村が実施する健康増進法(平成１４年法律

第１０３号)に規定する健康増進事業若しくは「特定感染症予防事業について」(平成１４

年３月２７日健発第０３２７０１２号厚生労働省健康局長通知)の別紙「特定感染症検査

等事業実施要綱」に規定する特定感染症検査等事業に基づくＢ型又はＣ型肝炎ウイルス



   

 

検査（以下「健康増進事業等の肝炎ウイルス検査」という。）において陽性と判定された

者であって、以下の全ての要件に該当する者。 

ａ 費用助成請求時に、東京都内に住民登録をしている者 

ｂ 初回精密検査費用助成請求日前１年以内に、健康増進事業等の肝炎ウイルス検査に

おいて陽性と判定された者 

ｃ 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者 

ｄ フォローアップに同意した者 

（ｲ）平成３０年４月 1 日以降、職域で実施するＢ型又はＣ型肝炎ウイルス検査（以下「職

域の肝炎ウイルス検査」という。）において陽性と判定された者であって、以下の全ての

要件に該当する者。 

ａ 費用助成請求時に、東京都内に住民登録をしている者 

ｂ 初回精密検査費用助成請求日前１年以内に、職域の肝炎ウイルス検査において陽性

と判定された者 

ｃ 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者 

ｄ フォローアップに同意した者 

（ｳ）平成３１年４月１日以降、母子保健法に基づき区市町村が実施する妊婦健康診査にお

けるＢ型又はＣ型肝炎ウイルス検査（以下「妊婦健診の肝炎ウイルス検査」という。）に

おいて陽性と判定された者であって、以下の全ての要件に該当する者。 

ａ 費用助成請求時に、東京都内に住民登録をしている者 

ｂ 初回精密検査費用助成請求日前１年以内に、妊婦健診の肝炎ウイルス検査において

陽性と判定された者。ただし、出産後の状況等に鑑み特段の事情があると認める場合

は、初回精密検査費用助成請求日前４年以内に、妊婦健診の肝炎ウイルス検査において

陽性と判定された者を対象とすることができる。 

ｃ 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者 

ｄ フォローアップに同意した者 

（ｴ）平成３１年４月１日以降、手術前１年以内に行われたＢ型又はＣ型肝炎ウイルス検査

（以下「手術前の肝炎ウイルス検査」という。）において陽性と判定された者であって、

以下の全ての要件に該当する者。 

ａ 費用助成請求時に、東京都内に住民登録をしている者 

ｂ 初回精密検査費用助成請求日前１年以内に、手術前の肝炎ウイルス検査において陽

性と判定された者。ただし、手術後の状況等に鑑み特段の事情があると認める場合は、

初回精密検査費用助成請求日前２年以内に、手術前の肝炎ウイルス検査において陽性

と判定された者を対象とすることができる。 

ｃ 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関す

る法律の規定による被保険者 

ｄ フォローアップに同意した者 

イ 助成対象費用 



   

 

初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料及び次に掲げる検査（ウに規定する要件を満たす

ものに限る。）に関連する費用として、都が認めた費用とする。 

(ｱ) 血液検査 

 Ｂ型肝炎ウイルス陽性の場合 Ｃ型肝炎ウイルス陽性の場合 

血液形態・機能検査 末梢血液一般検査、末梢血液像 

出血・凝固検査 プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間 

血液化学検査 

総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、 

ＡＬＰ、ＣｈＥ、γ-ＧＴ、総コレステロール、ＡＳＴ、 

ＡＬＴ、ＬＤ 

腫瘍マーカー 
ＡＦＰ、ＡＦＰ-Ｌ３％、ＰＩＶＫＡ-Ⅱ半定量、 

ＰＩＶＫＡ-Ⅱ定量 

肝炎ウイルス関連検査 
ＨＢe抗原、ＨＢe抗体、 

ＨＢＶジェノタイプ判定等 
ＨＣＶ血清群別判定 

微生物核酸同定・定量検査 ＨＢＶ核酸定量 ＨＣＶ核酸定量 

(ｲ) 超音波検査（断層撮影法（胸腹部）） 

ウ 検査の要件 

  初回精密検査は次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

(ｱ) 健康保険法（大正１１年法律第７０号）に規定する保険医療機関により行われるもの

であること。 

 (ｲ) イの(ｱ)及び(ｲ)の両方について同日に行われるものであること。ただし、検査が複数

の日にわたる場合において、検査日が１か月以内の期間に属するものについては、一連

の検査とみなすことができるものとする。 

(ｳ) イの(ｱ)及び(ｲ)の両方について同一の医療機関で行われるものであること。ただし、

当該医療機関の医師の指示に基づく場合は、他の医療機関で受診することができるもの

とする。 

エ 助成回数 

１回とする。 

オ 検査費用助成の申請 

  初回精密検査費用の助成を受けようとする者は、次の(ｱ)から（ｴ）の検査に応じて、そ

れぞれ必要な書類を揃えて、知事に申請するものとする（申請書類は東京都福祉保健局保

健政策部疾病対策課に郵送することとする。）。 

 (ｱ) 健康増進事業等の肝炎ウイルス検査により陽性と判定された者 

  ａ 初回精密検査費用請求書（別添様式３－１） 

ｂ 医療機関の領収書及び診療明細書 

ｃ 健康増進事業等の肝炎ウイルス検査の結果通知書の写し 

ｄ 対象者の住民票の写し（請求日前３か月以内に発行されたものであること。） 

ｅ フォローアップ事業参加同意書（別添様式１） 



   

 

 (ｲ) 職域の肝炎ウイルス検査により陽性と判定された者 

  ａ 初回精密検査費用請求書（別添様式３－２） 

ｂ 医療機関の領収書及び診療明細書 

ｃ 職域の肝炎ウイルス検査の結果通知書の写し 

ｄ 対象者の住民票の写し（請求日前３か月以内に発行されたものであること。） 

ｅ フォローアップ事業参加同意書（別添様式１） 

ｆ 職域検査受検証明書（別添様式１０）（対象者が保有している場合に限る。） 

     なお、都は、対象者からの申請に職域検査受検証明書（別添様式１０）の添付がな

く、対象者が職域の肝炎ウイルス検査を受けたことを確認できない場合は、対象者本

人の同意を得て、職域の肝炎ウイルス検査の実施に関する照会について（別添様式１

１）により医療機関に照会を行い、及び医療機関から回答を受けることができる。 

(ｳ) 妊婦健診の肝炎ウイルス検査により陽性と判定された者 

  ａ 初回精密検査費用請求書（別添様式３－３） 

ｂ 医療機関の領収書及び診療明細書 

ｃ 母子健康手帳の保護者氏名、検査日、検査結果が確認できるページの写し 

  ただし、母子健康手帳により検査日及び検査結果が確認できない場合は、母子健康

手帳の保護者氏名が確認できるページの写し及び医療機関が発行する妊婦健診の肝炎

ウイルス検査の検査結果通知書の写し 

ｄ 対象者の住民票の写し（請求日前３か月以内に発行されたものであること。） 

ｅ フォローアップ事業参加同意書（別添様式１） 

(ｴ) 手術前の肝炎ウイルス検査により陽性と判定された者 

  ａ 初回精密検査費用請求書（別添様式３－４） 

ｂ 医療機関の領収書及び診療明細書 

ｃ 手術前の肝炎ウイルス検査の結果通知書の写し 

ｄ 手術前の肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認で

きる診療明細書の写し 

ｅ 対象者の住民票の写し（請求日前３か月以内に発行されたものであること。） 

ｆ フォローアップ事業参加同意書（別添様式１） 

（4） 定期検査費用助成 

ア 対象者 

次の要件の全てを満たす者であること。 

(ｱ) 費用助成請求時に、東京都内に住民登録をしている者 

(ｲ) 医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する

法律の規定による被保険者 

(ｳ) 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者（治療後の経過観

察者を含む。） 

(ｴ) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者のうち、請求日において満二十歳以上の者

全員（以下「対象者世帯」という。）に係る請求日の属する年度（請求日の属する月が４

月から６月までの場合にあっては、前年度。以下「基準年度」という。）の地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）の規定による住民税が非課税である者又は対象者世帯に係る



   

 

基準年度の同法の規定による市町村民税（同法の規定による特別区民税を含む。以下「区

市町村民税」という。）の所得割の課税年額の合計額が２３５，０００円未満である者（以

下「区市町村民税課税者」という。）。なお、平成２４年度以降分の区市町村民税課税年額

の算定にあたっては、「控除廃止の影響を受ける制度等（厚生労働省健康局所管の制度に

限る。）に係る取扱いについて」（平成２３年１２月２１日健発１２２１第８号厚生労働省

健康局長通知）により計算を行うものとする。また、平成３０年度以降分の区市町村民税

課税年額の算定に当たっては、区市町村税所得割の納税義務者が地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市の区域内に住所を有する場合につい

ては、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号）

第１条による改正前の地方税法に規定する区市町村税所得割の標準税率（６％）により算

定を行うものとする。 

また、対象者及び対象者と同一の世帯に属する者のうち、請求日において満二十歳以上

の者が、地方税法第２９２条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後

婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚

姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合

又は同項第１２号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の

生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男

子であって、現に婚姻をしていないもの」と読み替えた場合に、同法第２９５条第２項の

規定により当該市町村民税が課されないこととなる者であるときは市町村民税非課税者

に含め、同法第２９２条第１項第１１号イ又は同項第１２号に該当する所得割の納税義

務者であるときは、区市町村民税の所得割の課税年額の算定にあたっては、同法第３１４

条の２第１項第８号に規定する額（当該者が同法第２９２条第１項第１１号イ中「夫と死

別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政

令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻をし

ていないもの」と読み替えた場合に同法第３１４条の２第３項に該当する者であるとき

は、同項に規定する額）に同法第３１４条の３第１項に規定する率を乗じて得た額を控除

するものとする（以下「寡婦控除等のみなし適用」という。）。 

(ｵ) フォローアップに同意した者 

(ｶ) 検査実施時に、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則（平成１２年東

京都規則第９４号）第７条第５号又は第６号に規定する医療券（以下「医療券」という。）

の交付を受けていない者 

イ 助成対象費用 

初診料（再診料）、ウイルス疾患指導料及び(3）のイの(ｱ)及び(ｲ)に掲げる検査（肝硬変

及び肝がん（治療後の経過観察を含む。）の場合は、(3)のイの(ｲ)に掲げる超音波検査に代

えてＣＴ撮影又はＭＲＩ撮影を対象とすることができるものとする。）（ウに規定する要件

を満たすものに限る。）に関連する費用（ＣＴ撮影又はＭＲＩ撮影については造影剤を使用

した場合の加算等の関連する費用も含む。）として、都が認めた費用とする。 

ウ 検査の要件 

  定期検査は次に掲げる要件を全て満たすものであること。 

(ｱ) 東京都肝炎診療ネットワーク事業実施要綱（平成１９年７月１０日付１９福保保疾第



   

 

６０４号）に規定する東京都肝臓専門医療機関により行われるものであること。 

 (ｲ) (3)イの(ｱ)及び(ｲ)、ＣＴ撮影又はＭＲＩ撮影の全てが同日に行われるものであるこ

と。ただし、検査が複数の日にわたる場合において、検査日が１か月以内の期間に属す

るものについては、一連の検査とみなすことができるものとする。 

(ｳ) (3)イの(ｱ)及び(ｲ)、ＣＴ撮影又はＭＲＩ撮影の全てが同一の医療機関で行われるもの

であること。ただし、当該医療機関の医師の指示に基づく場合は、他の医療機関で受診

することができるものとする。 

エ 助成回数 

年度内２回(３の(3)の検査を含む。)とする。 

オ 検査費用助成の申請 

定期検査費用の助成を受けようとする者は、(ｱ)の費用請求書類に(ｲ)から(ｶ)までに掲げ

る関係書類を添付して、知事に申請するものとする（申請書類は東京都福祉保健局保健政

策部疾病対策課に郵送することとする。）。ただし、１回目の定期検査費用の助成を受けた

者又は医療券の交付を受けた者は、当該請求に係る(ｳ)及び(ｴ)に掲げる書類について、同

一年度内において知事に申請した書類と同様である場合にあっては、添付を省略すること

ができる。また、平成２９年４月１日以降に知事から定期検査費用の助成を受けた者、定

期検査費用助成請求日前１年以内に医療券の申請において知事に東京都肝臓専門医療機関

の肝臓専門医が記載した診断書を提出した者（慢性肝炎から肝硬変への移行等の病態に変

化があった場合は除く。）、又は肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の申請において臨床

調査個人票及び同意書を提出した者については、当該請求に係る(ｵ)に掲げる書類の添付を

省略することができる。この場合において、同一年度内における検査費用助成に係る２回

目の請求について、１回目の分と同時に請求を行う場合にあっては当該請求に係る(ｳ)から

(ｵ)までに掲げる書類を１回目の請求に係る当該書類と兼ねられることとし、３の(3)の規

定による初回精密検査費用の助成と同時に請求を行う場合にあっては、当該請求に係る(ｳ)

及び(ｶ)に掲げる書類を初回精密検査費用の請求に係る当該書類と兼ねられることとする。 

(ｱ) 定期検査費用請求書（別添様式４） 

(ｲ) 東京都肝臓専門医療機関の領収書及び診療明細書 

(ｳ) 対象者及び対象者と同一の世帯に属する者全員の記載のある住民票の写し（請求日前

３か月以内に発行されたものであること。） 

(ｴ) 対象者世帯に係る基準年度の地方税法の規定による住民税非課税証明書又は区市町村

民税の課税年額を証する書類。ただし、対象者及びその配偶者と相互に地方税法上及

び医療保険上の扶養関係にない者（配偶者以外の者に限る。）については、区市町村民

税額合算対象除外申請書（別添様式８）に基づき、対象者世帯における区市町村民税

課税年額の合算対象から除外することを認めることができるものとする。また、寡婦

控除等のみなし適用を受けようとする場合については、寡婦控除等のみなし適用の要

件に該当する者であることが確認できる戸籍謄本又はこれに類する公的機関が発行し

た証明書、誓約書（別添様式９）及びその他知事が必要と認める書類に基づき、寡婦

控除等のみなし適用を認めることができるものとする。なお、過去に寡婦控除等のみ

なし適用を受けたことがある者については、戸籍謄本又はこれに類する公的機関が発

行した証明書の添付を省略することができるものとする。ただし、知事が認めた場合



   

 

は、この限りでない。 

(ｵ) 東京都肝臓専門医療機関の肝臓専門医が記載した診断書（別添様式５） 

(ｶ) フォローアップ事業参加同意書(別添様式１)（同一年度内において初めて定期検査の

費用助成を申請する場合に限る。） 

（5） 助成決定  

知事は、（3）のオ又は（4）のオの申請を受けたときは、その内容を審査し、次のとおり助

成の可否を決定する。 

  ア 承認の場合 

（初回精密検査費用助成・定期検査費用助成）決定通知書（別添様式６）により、通知

し、指定口座へ支払額を振り込むこととする。 

  イ 不承認の場合 

提出された申請書類を添えて、（初回精密検査費用助成・定期検査費用助成）不承認通知

書（別添様式７）により通知することとする。 

 

４ その他 

本事業の実施に際しては、個人のプライバシー等人権の保護に十分配慮することとする。ま

た、この要領に定めのない事項及び疑義が生じたときは区市町村、医療機関等の関係者と協議

の上、東京都が取扱いを定めるものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 

附 則(平成２７年４月３０日付２７福保保疾第１３４号) 

１ この要領は、平成２７年４月３０日から施行し、３の(4)の規定については同月９日から、当

該規定以外の規定については同月１日から適用する。 

２ 平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの期間に行われた初回精密検査又は定期

検査に係る費用助成の請求については、なお従前の例による。 

 

附 則(平成２９年２月８日付２８福保保疾第１７６２号) 

１ この要領は、平成２９年２月８日から施行する。 

２ 区市町村民税課税者であって、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの期間に

行われた定期検査に係る費用助成の請求については、３の(2)のイの規定にかかわらず平成２９

年１０月２０日までとする。 

 

附 則(平成２９年７月４日付２９福保保疾第５８６号) 

１ この要領は、平成２９年７月４日から施行し、同年４月１日から適用する。 

２ 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの期間に行われた定期検査に係る費用助

成の請求については、なお従前の例による。 

 

附 則(平成３０年４月１８日付３０福保保疾第１４３号) 



   

 

１ この要領は、平成３０年４月１８日から施行し、同年４月１日から適用する。 

２ 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの期間に行われた初回精密検査又は定期

検査に係る費用助成の請求については、なお従前の例による。 

 

附 則(平成３１年３月２９日付３０福保保疾第２０７５号) 

１ この要領は、決定の日から施行する。ただし、寡婦控除等のみなし適用については、平成３

０年９月１日まで遡及できるものとする。 

２ 平成３０年９月１日から平成３１年４月２０日までの間に寡婦控除等のみなし適用を受ける

ことができる者で、その適用を受けることにより、対象者世帯に係る基準年度の地方税法の規

定による住民税が非課税となるもの又は３の(４)のア(エ)の区市町村民税課税者に該当するこ

とになるものの、平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの期間に行われた定期検

査に係る費用助成の申請期限は、３の(２)のイの規定にかかわらず平成３１年１０月３１日ま

でとする。 

３ 平成３０年９月１日以降に平成３０年度の定期検査に係る費用の申請をし、既に助成を受け

ている者のうち、平成３０年９月１日から平成３１年４月２０日までの間に寡婦控除等のみな

し適用を受けることができるもので、その適用を受けることにより、対象者世帯に係る基準年

度の地方税法の規定による住民税が非課税となるものについては、平成３１年１０月３１日ま

でに寡婦控除等のみなし適用の申請を行った場合、３の(１)のウに掲げる自己負担限度額の還

付を受けることができるものとする。 

 

附則（平成３１年４月１日付３１福保保疾第４４号） 

１ この要領は、決定の日から施行する。 

２ 平成３０年４月 1 日から平成３１年３月３１日までに職域で実施したＢ型又はＣ型肝炎ウイ

ルス検査を受検し、初回精密検査費用の助成を受けようとする者については、３の（２）のア

の規定にかかわらず、申請期限を令和２年３月３１日までとする。 

 

附則（令和２年４月１日付２福保保疾第２６号） 

１ この要領は、決定の日から施行する。 

２ ３（３）のア（ウ）又は（エ）の対象となる者で、平成３１年４月１日から令和２年３月３１

日までにＢ型又はＣ型肝炎ウイルス検査を受検し、初回精密検査費用の助成を受けようとする

者については、３の（２）のアの規定にかかわらず、申請期限を令和３年３月３１日までとす

る。 


